
 

令 和 ３ 年 12 月 ９ 日 

 

 

令和３年広島県議会 12月定例会議案    ○ 

広   島   県 

（その４） 



令
和
三
年
広
島
県
議
会
十
二
月
定
例
会
議
案
目
次
（
そ
の
四
） 

 

県
第
百
十
八
号 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一 

 
 

 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

 

県
第
百
十
九
号 

…
…
…
一
一 



県
第
百
十
八
号
議
案 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
次
の
よ
う
に
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
九
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

案 
 
 職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
期
末
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 

百
分
の
二
十 

 ロ 

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未

満
の
場
合 

百
分
の
十
六 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十

五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
十
二 

ニ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
六 

二
・
三 

（
略
） 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
十
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
八
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
六
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「

百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
二
・
五

」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

五
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
四

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
、
「
百

分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
八
・
七
五

」
と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

十
五
・
七
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「
百

分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」

 

（
期
末
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 

百
分
の
三
十

五 

ロ 

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未

満
の
場
合 

百
分
の
二
十
八 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十

五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
二
十
一 

ニ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

 
 
 
 

 

百
分
の
十
・
五 

二
・
三 

（
略
） 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
三
十
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
二
十
八
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
六
」
と
、
「
百
分
の
二
十

一
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
二
」
と
、
「
百
分
の

十
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の 

 

六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、

「
百
分
の
五
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一 

 

・
五
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百 

 

分
の
十
八
・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ 

 

る
の
は
「
百
分
の
十
五
・
七
五
」
と
、
同
項
第
三
号 

 

中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二 

 

・
五
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分 

－1－



と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
四
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
、
「
百
分

の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
八
・
七
五
」

と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十

五
・
七
五
」
と
す
る
。 

４
―
６ 

（
略
） 

 

の
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る 

 

の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二
」
と 

 

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の
六
十 

 

六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
「 

 

百
分
の
五
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一
・ 

 

五
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分 

 

の
十
八
・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ
る 

 

の
は
「
百
分
の
十
五
・
七
五
」
と
す
る
。 

４
―
６ 

（
略
） 

 
 

第
二
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
期
末
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 

百
分
の
三
十 

五 

ロ 

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未 

満
の
場
合 

百
分
の
二
十
八 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十 

五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
二
十
一 

ニ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

 
 
 
 

 

百
分
の
十
・
五 

二 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 

百
分
の
百
二 

・
五
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は

監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び 

第
十
八
条
の
四
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
八
十
二
・ 

五
） 

ロ 

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未

満
の
場
合 

百
分
の
八
十
二
（
特
定
幹
部
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
六
） 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十

五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
六
十
一
・
五
（
特

定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
九
・

五
） 

ニ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
三
十
・
七
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
二
十
四
・
七
五
） 

三 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
六
箇
月
の
場
合 

百
分
の
百
二 

・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

八
十
二
・
五
） 

ロ 

在
職
期
間
が
五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満
の
場

合 

百
分
の
八
十
二
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
六
十
六
） 

ハ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満
の
場

合 

百
分
の
六
十
一
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に

 

（
期
末
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

一 
（
略
） 

イ 
在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 

百
分
の
二
十 

 

ロ 

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未

満
の
場
合 
百
分
の
十
六 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十

五
日
未
満
の
場
合 
百
分
の
十
二 

ニ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
六 

二 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
の
場
合 
百
分
の
百
十

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督

の
地
位
に
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十

八
条
の
四
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
） 

 

ロ  

在
職
期
間
が
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未

満
の
場
合 

百
分
の
八
十
八
（
特
定
幹
部
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十
二
） 

ハ 

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十

五
日
未
満
の
場
合 

百
分
の
六
十
六
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
四
） 

 

ニ  

在
職
期
間
が
一
箇
月
十
五
日
未
満
の
場
合 

 
 

百
分
の
三
十
三
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
二
十
七
） 

三 

（
略
） 

イ 

在
職
期
間
が
六
箇
月
の
場
合 

百
分
の
百
十 

 

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十

） 

ロ 

在
職
期
間
が
五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満
の
場 

合 

百
分
の
八
十
八
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ 

て
は
、
百
分
の
七
十
二
） 

ハ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満
の
場 

合 

百
分
の
六
十
六
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ 

－2－



あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
九
・
五
） 

ニ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
未
満
の
場
合 

百
分
の

三
十
・
七
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
二
十
四
・
七
五
） 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
三
十
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
二
十
八
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
六
」
と
、
「
百
分
の
二
十

一
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
二
」
と
、
「
百
分
の

十
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
五
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の

八
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
六
」
と
、
「

百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
八
」

と
、
「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
三
十
四
・
五
」
と
、
「
百
分
の
四
十
九
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
八
・
五
」
と
、
「
百
分
の

三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
七
・
二
五

」
と
、
「
百
分
の
二
十
四
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
十
四
・
二
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分

の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五

」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
四
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
四
十
六
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
八
」
と
、
「
百
分
の

六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
四
・
五

」
と
、
「
百
分
の
四
十
九
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
二
十
八
・
五
」
と
、
「
百
分
の
三
十
・
七
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
七
・
二
五
」
と
、
「
百
分

の
二
十
四
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
四
・

二
五
」
と
す
る
。 

４
―
６ 

（
略
） 

て
は
、
百
分
の
五
十
四
） 

ニ 

在
職
期
間
が
三
箇
月
未
満
の
場
合 

百
分
の 

三
十
三
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分 

の
二
十
七
） 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
十
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
八
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
六
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「

百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
二
・
五

」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

五
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
四

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
、
「
百

分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
八
・
七
五

」
と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

十
五
・
七
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「
百

分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」

と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
四
十
二
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
四
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
、
「
百
分

の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
八
・
七
五
」

と
、
「
百
分
の
二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十

五
・
七
五
」
と
す
る
。 

  

４
―
６ 

（
略
） 

 
 

 

（
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
広
島
県
条
例

第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
給
与
の
額
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

県
議
会
議
員
に
は
期
末
手
当
を
、
知
事
等
（
公
営

企
業
の
管
理
者
を
除
く
。
）
に
は
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
を
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に

よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
二
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は

 

（
給
与
の
額
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

県
議
会
議
員
に
は
期
末
手
当
を
、
知
事
等
（
公
営

企
業
の
管
理
者
を
除
く
。
）
に
は
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
を
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に

よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
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「
百
分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
十
五
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
七
・
五
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分

の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「

百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」

と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九

十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八

十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百

分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、

「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五

」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三

号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五

十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い 

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

     

３ 

（
略
） 

 
 

第
四
条 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

（
給
与
の
額
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

県
議
会
議
員
に
は
期
末
手
当
を
、
知
事
等
（
公
営

企
業
の
管
理
者
を
除
く
。
）
に
は
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
を
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に

よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
六
」
と
、
「
百
分
の
六
十

一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
」
と
、
「

百
分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十

三
・
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分

の
八
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
六
」
と
、

「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八

十
七
」
と
、
「
百
分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
四
十
三
・
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い 

 

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

    ３ 

（
略
） 

 

（
給
与
の
額
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

県
議
会
議
員
に
は
期
末
手
当
を
、
知
事
等
（
公
営

企
業
の
管
理
者
を
除
く
。
）
に
は
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
を
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に

よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
二
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
十
五
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
七
・
五
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分

の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「

百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」

と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九

十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八

十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百

分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、

「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五

」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 
 

 

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 
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第
五
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
七
条
の
四
第

一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条

中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
一
般
職
の

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

四
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員

条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
任

期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
七
条

の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「 

百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
五
」
と
、

「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
」
と
、

「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
五
」
と
、

「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
・
五
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百 

分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の 

は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と 

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三 

号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五 

十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分 

の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は 

「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る 

の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条 

の
二
第
二
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「 

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第 

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職 

員
」
と
す
る
。 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
七
条
の
四
第

一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条

中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
一
般
職
の

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

四
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員

条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
任

期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
七
条

の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職 

員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「 

百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、

「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十 

」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の 

九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百 

分
の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の 

八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「 

百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、

「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五 

」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
管
理 

監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任 

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任 

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
す
る
。 

 
 

第
六
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
） 

 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
） 
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第
六
条 

（
略
） 

２ 
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
七
条
の
四
第

一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条

中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
一
般
職
の

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

四
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員

条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
任

期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
七
条

の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「

百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十

五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
百
十
六
」
と
、
「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
八
十
七
」
と
、
「
百
分
の
三
十
・
七

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
三
・
五
」
と
、
同

項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
」
と
あ 

る
の
は
「
百
分
の
百
十
六
」
と
、
「
百
分
の
六
十
一 

・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
」
と
、
「
百 

分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
三 

・
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「 

管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及 

び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ 

り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
す
る
。 

    

第
六
条 

（
略
） 

２ 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
七
条
の
四
第

一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条

中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
一
般
職
の

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

四
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員

条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
任

期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
七
条

の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「 

百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
五
」
と
、

「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
」
と
、

「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
五
」
と
、

「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
・
五
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百 

分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の 

は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と 

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三 

号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五 

十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分 

の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は 

「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る 

の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条 

の
二
第
二
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「 

管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第 

一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職 

員
」
と
す
る
。 

 
 

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、

第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

給
与
条
例
第
二
条
中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、

第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

給
与
条
例
第
二
条
中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
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当
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「

任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与

条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条

例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項

第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

二
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
十
五
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
七
・
五
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分

の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、

「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」

と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四

十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の

六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百 

 

分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、

給
与
条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
管
理
監
督
職 

 

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職 

 

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め 

 

て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
す
る
。 

当
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「

任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与

条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条

例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項

第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中

「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」

と
、
「
百
分
の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百

二
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
九
十
」
と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
二

第
二
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理

監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と

す
る
。 

 

 
 

第
八
条 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、

第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

給
与
条
例
第
二
条
中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手

当
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「

任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与

条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条

例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項

第
二
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
二
」
と
あ
る

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、

第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

給
与
条
例
第
二
条
中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手

当
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「

任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与

条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条

例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項

第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

二
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
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の
は
「
百
分
の
百
十
六
」
と
、
「
百
分
の
六
十
一
・

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
」
と
、
「
百
分

の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
三
・

五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分
の
八

十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
六
」
と
、
「
百

分
の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七

」
と
、
「
百
分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
四
十
三
・
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
二

第
二
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理

監
督
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と

す
る
。 

   

分
の
二
十
」
と
、
「
百
分
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
十
五
」
と
、
「
百
分
の
六
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
七
・
五
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分

の
八
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、

「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」

と
、
「
百
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四

十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
「
百
分
の
八
十
八

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の

六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
百 

分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、

給
与
条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
管
理
監
督
職 

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
及
び
任
期
付
職 

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め 

て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
す
る
。 

 
 

（
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
広

島
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 
前 

 
 

（
期
末
手
当
） 

第
六
条 

任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時
間
勤
務

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
に

規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
例
に 

 

よ
り
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例 

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ 

る
の
は
「
百
分
の
三
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」 

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
八
」
と
、
「
百
分
の
十 

二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
一
」
と
、
「
百
分 

の
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
・
五
」
と
す
る
。 

          

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

日
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
日
額
に

算
定
期
間
（
期
末
手
当
基
準
日
（
三
月
一
日
、
六

月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
を
い
う
。
第
九
条
第
二

（
期
末
手
当
） 

第
六
条 

任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時
間
勤
務

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
に

規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
例
に 

 

よ
り
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

期
末
手
当
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に 

 

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

日
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
日
額
に

算
定
期
間
（
期
末
手
当
基
準
日
（
三
月
一
日
、
六

月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
を
い
う
。
第
九
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
前
三
箇
月
以
内
（
期
末

手
当
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
六

箇
月
以
内
）
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

在
職
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額 

 

二 

月
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
月
額 

 

三 

時
間
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
時
間

額
に
算
定
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
時
間
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
在
職
期
間
の
月
数
で
除
し
て

得
た
額 

      

－8－



項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
前
三
箇
月
以
内
（
期
末

手
当
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
六

箇
月
以
内
）
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

在
職
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額 

 

二 

月
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
月
額 

 

三 

時
間
額
に
よ
る
支
給
の
場
合 

基
礎
報
酬
時
間

額
に
算
定
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
時
間
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
在
職
期
間
の
月
数
で
除
し
て

得
た
額 

３ 

任
用
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
該
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
が
同
一
会
計 

年
度
内
に
お
い
て
同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
任
用
さ

れ
、
そ
の
任
用
期
間
が
通
算
し
て
六
月
以
上
と
な
っ 

た
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
内
に
お
い
て
、
第
一 

項
に
規
定
す
る
任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時 

間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。 

４ 

（
略
） 

          

２ 

任
用
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
該
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
が
同
一
会
計 

年
度
内
に
お
い
て
同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
任
用
さ

れ
、
そ
の
任
用
期
間
が
通
算
し
て
六
月
以
上
と
な
っ 

た
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
内
に
お
い
て
、
前
項 

に
規
定
す
る
任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時
間 

勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。 

３ 

（
略
） 

 
 

 

第
十
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 
正 

前 

 
 

（
期
末
手
当
） 

第
六
条 

任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時
間
勤
務

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
に

規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
例
に 

 

よ
り
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十

二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
四
」
と
、
「
百
分

の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
三
」

と
、
「
百
分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
三
十
一
・
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百

二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
」
と
、
「
百 

 

分
の
八
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
四
」
と
、

「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六 

 

十
三
」
と
、
「
百
分
の
三
十
・
七
五
」
と
あ
る
の
は 

 

「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
す
る
。 

２
―
４ 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

第
六
条 

任
用
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
短
時
間
勤
務

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
に

規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
例
に 

 

よ
り
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例 

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ 

る
の
は
「
百
分
の
三
十
五
」
と
、
「
百
分
の
十
六
」 

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
八
」
と
、
「
百
分
の
十 

二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
一
」
と
、
「
百
分 

の
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
・
五
」
と
す
る
。 
      

２
―
４ 

（
略
） 

 
 

 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
、
第
六
条

の
規
定
、
第
八
条
の
規
定
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 
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（
提
案
理
由
） 

 
人
事
委
員
会
の
令
和
三
年
十
月
八
日
付
け
の
給
与
勧
告
な
ど
を
考
慮
し
て
、
職
員
の
期
末
手
当
を
改
定

す
る
と
と
も
に
、
特
別
職
の
職
員
等
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
な
ど
、
必
要
な
改

正
を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
。 
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県
第
百
十
九
号
議
案 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
次
の
よ
う
に

提
出
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
九
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

 
 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

（
失
職
の
特
例
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
公
務
遂
行
中
の
過
失
に
よ
る 

 

事
故
又
は
通
勤
途
上
の
過
失
に
よ
る
交
通
事
故
に
係

る
罪
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
の

執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
情
状
を
考
慮

し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職

を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
失
職
の
特
例
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
公
務
遂
行
中
又
は
通
勤
途
上 

 

の
過
失
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
罪
に
よ
り
禁
錮こ

以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た

職
員
に
つ
い
て
、
情
状
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
わ
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
提
案
理
由
） 

 
感
染
症
や
大
規
模
災
害
な
ど
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
行
政
課
題
に
対
応
す
る
職
員
が
、
過
失
に
よ
り
禁

錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
場
合
に
、
失
職
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
範
囲

を
公
務
遂
行
中
の
過
失
に
よ
る
交
通
事
故
以
外
の
事
故
に
拡
充
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
。 
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